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沖縄県企業局工事監督要領の運用方針 
 
（任命要件） 
第１ 沖縄県企業局監督要領（以下「要領」という。）第２条第２項により任命される主

任監督員と現場監督員については、そのいずれかが沖縄県企業局の水道の布設工事及び技

術上の監督業務を行う者の資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例（平成 24 年３月

30 日 条例第 38 号 以下「条例」）第３条の資格を満たしていること。 
 
（任命基準） 
第２ 監督員を任命する場合の基準は、原則として次表に掲げる職員とする。 

 

項      目  主任監督員  現場監督員 

 

本庁発注工事 

 

 班  長 

主  幹 

 

 主  幹 

 主任技師 

 主  任 

 技  師 

 

 

出先機関発注工事 

 

 課  長 

 班  長 

主  幹 

 

２ 前項基準による２人が条例第３条の資格を満たさない場合は、班長、主幹又は課長の

直近下位の、条例の資格を満たす職員を主任監督員に任命することとする。 

 

３ 要領第２条第４項の規定により、当該監督員の代理者を指定する場合は、当該監督員

と同格の職員又は直近下位の職員を指定することとする。この場合においても第１の条

件を満たすこととする。 

 

４ 小規模な修繕（500 万円未満）又は補償工事及び撤去工事の主任監督員の任命基準は

下表によることができる。 

 

主任監督員 主任技師 

 
（監督員の業務分担）     
第３ 要領及び建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）に規定する主任監督員及

び現場監督員の監督業務の分担は、次表のとおりとする。 
監 督 業 務 の 内 容 監督要領条項 主任監督員 現場監督員 

現場状況の熟知 要領第４条 ○ ○ 
一般的注意 要領第５条 ○ ○ 
資料等の整理 要領第６条  ○ 
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監督員の交替 要領第７条  ○ 
備付け書類等 要領第８条  ○ 
工事打合せ簿 要領第９条  ○ 
工事の促進 要領第１２条 ○ ○ 
改造請求 要領第１３条 ○  
破壊検査 要領第１４条 ○  

臨機の措置 要領第１５条 ○ ○ 
条件変更等 要領第１６条 ○ ○ 

設計図書の変更 要領第１７条 ○ ○ 
工事の中止 要領第１８条 ○ ○ 
現場代理人 要領第１９条 ○  

現場発生品の処理 要領第２０条 ○ ○ 
工事目的物等の損害 要領第２１条 ○ ○ 
契約解除の申し出 要領第２２条 ○  

期限延長 要領第２３条 ○  
工事完成報告 要領第２４条 ○ ○ 
工事状況の報告 約款第１１条  ○ 

下請負 約款第１２条 ○  
指定材料の確認 約款第１３条  ○ 
監督員の立会い 約款第１４条 ○ ○ 

 
（破壊検査の実施） 
第４ 要領第１４条に規定する破壊検査は約款第１７条第２項及び第３項に掲げる場合に  

おいて、当該工事の施工が放射線透過試験又はその他の試験方法により試験すること  

ができない場合に行う。 
 
（工事完成の場合の出来高の確認） 
第５ 監督員は、要領第２４条の規定による工事施工に関する書類及び現場の確認とは、  

次に掲げる事項とする。 
 （１）要領第８条に規定する備付け書類の整備及び確認 
 （２）県産建設資材の優先使用方針に基づく県産建設資材の使用状況の確認 
 （３）当該工事の出来高の確認 
 


